
第1回 要介護認定の見直しに係る検証・検討会  

一 議事次第 －  

日時：平成21年4月13日（月）  

13：00～15：00   

場所：厚生労働省省議室（9階）  
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妻軍斗軍l  

要介護認定の見直しに係る検証・検討会開催要綱  

1．趣旨   

平成21年度からの要介護認定について、見直しの影響についての検証を行   

うため、要介護認定の見直しに係る検証・検討会（以下「検討会」という。）   

を開催する。  

2．主な検討事項   

見直し後の要介護認定の実施状況を把握した上で、客観的なデータに基づい   

て検証を行う。  

3．検討会の運営等  

（1）検討会は、厚生労働省老健局長が招集する。検討会の庶務は、厚生労働省  

老健局老人保健課において行う。  

（2）座長を置き、委員の互選によりこれを定める。座長は検討会を総理する。  

（3）参考人の招致  

座長は、討議の必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招  

致することができるものとする。  

（4）審議の公開  

審議は原則公開とする。  

（5）検討スケジュール  

平成21年4月に第1回会合を開催し、以後、必要に応じ適時開催する。   



直垂司  

要介護認定方法の見直しに係る検証■検討にあたって   



匪垂亘  

要介護認定の見直しに係る検証について   



検証の基本的な考えについて  
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見直し前の方式との比較による検証  

1用いるデータ  

○ 認定ネットワークシステムにおいて、毎月収集されているマクロのデータを   

活用する方法。   

例）自治体別の審査件数、年齢、性別、認定調査（基本調査）の結果や、全  
国の要介護認定による各要介護度の割合。  

○ 市町村の負担に配慮しながら、新たにデータの提供を市町村にお願い   
する方法。   

例）審査会における特記事項及び主治医意見書の活用状況を把握。  
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見直し前の方式との比較による検証  

広乃喜  
意すべき  

○ 要介護度に関するデータの年次推移。  
○ 自治体の属性とデータの関連。   



要介護認定の方法の見直しに伴う経過的な措置について  

※ 留意点  

○ 利用者や市町村の負担に配慮。  

○ 個人情報保護の観点に留意しながら、見直し後の要介護認定の方法の検証に役立てることができるよう、市町村に  

データの提供を依頼。  
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要介護認定の方法の涜れについて  

標準処理期間【30日間（通知した場合はそれ以上の間）】  

一
次
判
定
 
 

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
）
 
 

山
〓
∪
ド
 
 

h
〔
い
い
 
 

調
査
項
目
 
 

認
定
調
査
 
 

二
次
判
定
（
認
定
審
査
会
）
 
 

特
記
事
項
 
 
 

要
介
護
更
新
認
定
 
 

ト
＝
日
・
 
 
 

主
治
医
意
見
書
 
 



匪画  

定制度の見直しの経緯について   要介護認   
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1なぜ、要介護認定を見直すのか  

ご不満の畔消  ○ 認定制度に対する   

①醸ることがあり、  

ツキがあるのではないか  

②要介護度が最新のケアを踏まえた  

していないのではないか  ちんと反   

（参考）現在、使用しているデータは平成13年のもの  
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2 要介護認定の主な変更点と目的  

【主な変更点】  【日  

介護技術の  

研究事業により検証  進歩の取入  の回避  

③  

調査項  
①  

ー○   

の見直  調査項目の  

記載方法の  
項目  

82→7  
変更  

④ コンピュータ判定に   

用いるデータの更新   

・○ 一■－■llll■l  

（H13一→19）   

■■l1－■■  

モデル事業により検証  2  

【要介護認定の流れ】  
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3何がよくなるのか：調査のバラツキの防止について  
①調査項目の記載方法の変更  

現行方式と見直し方式の違い（例）  
H21．4′）  

全74  
（見直し方式）  （現行方式）  

介助の程度に関する項目  

新旧の調査方法で  

一◆企遡塵坦  
介助馳  

どららも  
誰が見ても介助の  
必要がない場合  

旦（全体の旦旦盤  

出土）  

介助されていない  介助されていない  

ネグレクト等により必要  

な介助が行われていない  

場合  
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4 何がよくなるのか：審査会のバラツキの防止について  
一獅偲結果 ：要介護4   

要介護認定等基準時間：106．1分  

2532  50  70  90 110 扮）   

②審査会資料の変更  

1 一掬判定嘗  

（旧）  
（新）  

■＋：＞   

一次判定結果  ：要介護ヱ  

要闇雷定寄掛嘲：57・1分 ［コ［コ  ・介護の手間（時間）をグラフ化  

してわかりやすく  

（変更すべきかがすぐ分かる）  

食事  経詑  単軸  i■礫 保持  刊接  司噸 師弟  己■暇 耶II  障I▼き 間違き   
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・一部で行われていた検証用資料を用い  

た判定の予防  

資料から分離して検証専用に  

バラツキの防止  



5何がよくなるのか：最新の「介護の手間」をより正確に反映した判定に変更  

③コンピュータ判定に用いるデータの更新 ④調査項目の見直し  

（現行項目）  （追加項目）   （除外項目）  （新項目）   

82 ＋ 6  －   14   －  74  

※なお、見直しの候補に挙がった項目のうち、9項目は関係団体の意見を踏まえ引き続き調査項目   

として用いることとした。   



6 要介護認定 の見直しの検証  

現行方式より一概に軽度の方が増えるわけではない   



7 同じ対象者に対しての見直し前の方式と見直し後の方式による  

二次判定結果（モデル事業の結果）  

現行方式と見直し後の方式の二次判定による各要介護（要支援）状態区分の出現状況  3万人の同じ対象者  

非該当   要支援1   要支援2   要介護1   要介護2   要介護3   要介護4   要介護5   

見直し前 の方式   
1．5％   19．4％   20．6％   19．5％   14．4％   11．5％   7．3％   6．0％   

見直し後 の方式   1．7％   21．7％   17．2％   21．0％   14．3％   10．5％   7．9％   5．7％   
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8 モデル事業における検  の経緯について  

○これまでの経過  

新
た
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
ソ
フ
ト
完
成
 
 
 

平成18年  

10月、12月  

平成19年  

1月～3月  9月～11月  

要介護認定  

調査検討会  

要介護認定  

調査検討会  

要介護認定  

調査検討会  

要介護認定  

調査検討会  

要介護認定  

調査検討会  
高齢者介護  
実態調査  

対象施設：60  

対象者：約3500人  

要介護認定  

モデル事業   

対象：129市町村  

対象者：34，401人  

要介護認定  

モデル事業   

対象：全市町村  

対象者：30，817人  

ニl  

追加した項目のうら  調査結果から、二次  前回検討会後の情報不足に関  
する懸念を踏まえ、主治医意  

見書では代替することのでき  
ない9項目は引き続き調査項  
目として使用することとし、  

82項目＋6項目－14項目  

⇒74項目に変更することを  
決定  

え110  
することを決定  項目を迫力ロすること  

を決定  



9 新しい認定調査方法の策定経過と普及状況  

【策定】  

【普及】  

原案を作成  

テキスト作成委員会  11月、12月  

6名（自治体代表4名を含む）  

自治体から意見募集→反映  12月12～19日  

約250自治体、約2000件の意見聴取  

テキストを市町村に配布   12月26日  
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10 要介護認定：4月からの新方式の一部手直し  

①選択肢の選び方（選択が適切に行われない恐れに対応）  

（例）【 】   例）【買い物（新項目）】  

4月実施に向けた  寝たきり看で、「移乗」が   「買い物の適切さは問わない」と  

暫定テキスト  
なければ「介助なし」  の見解（何が適切か判断が難し  

いとの指摘のため）  

認知症で、買い物の後で、  
団体からの指摘  「寝かせきり」でも「自立」か？  家族が返品・支払する場合  

も「自立」か？  

対応  
シーツの交換等のための  事後に、家族が返品や支払い  
介助があるなら「全介助」  を行うなら「一部介助」  

※「金銭の管理」の項目についても同様に、  

管理が適切でないために介助が発重工モ  

いる場合には、ト部介助」を選択する010  

」  



②選択肢の文言の変更（介助に関する項目＝16箇所／全74項目中）  

介護不足なら  

特記事項で補足  
最終版（案）  

4月実施に向けた   

暫定テキスト  でない場  

り、介助のレ  
みを選ぶ  

事実を選択し、  
特記事項で補足  11   



11  具体的な取り組みの経緯  

『  
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